
第５回札幌市ウォーカブルビジョン
策定検討委員会（最終回）

 日　時：令和８年（2026年）２月26日（木）
　　　　　 13時00分～ ※オンライン開催

　　　　　　開始までしばらくお待ちください



本日の流れ

１．開会挨拶

２．事務局説明

　１）「Well-Moving City SAPPORO 2045 ビジョン」最終案

　２）ビジョン実現に向けた今後の取組案

３．質疑

４．閉会挨拶

２



１ 開会挨拶

札幌市まちづくり政策局政策企画部
須志田 健　政策推進担当部長



２ 事務局説明

１）「Well-Moving City SAPPORO 2045 ビジョン」最終案



スケジュール （ビジョン策定以前）

令和6年度 4月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

令和7年度 4月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１０地区を超える現場での実証実験、300名を超える主体的な市民参加、　
多様な産学官連携により、ビジョン最終案が完成。

★ビジョン
　 策定・公表

●第５回：今回
　 　　（最終案）

パブコメ庁内最終合意形成（企画調整会議） 議会説明

●第４回： ※対面開催

　 （ビジョン素案）

　■サッポロウォーカブルシンポジウム2025

〇推進本部会議　 
（第２回）

〇推進本部会議　 
（第１回）

■サッポロウォーカブルシンポジウム2024

●第3回：
 （ビジョン骨子案）

●第2回：
　(実証実験結果報告
　　／ビジョン中間骨子案)

●第１回：
　(ビジョン構成案／実証実験計画案）

公募型実証実験
（平岸・宮の沢・真駒内）

冬の実証実験
（新札幌・偕楽園緑地）

■市民ワークショップ（夏）

■市民成果報告会
　 市民ワークショップ（冬）

▲世界冬の都市市長会議

▲DX WEEK
　 企業政策提言

▲北海道大学「パブリックデザイン演習」政策提案
▲北海道大学
　「新渡戸カレッジ」政策提案

【凡例】
〇：庁内会議
●：検討委員会
■：市民参加
▲：産学官連携

〇庁内PT組成
（都心・拠点・住宅市街地）
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第４回検討委員会(7/29)の実施結果 概要①

章・
項目

ご意見の概要 　主な対応

２章
５つの重点方針に少し唐突感がある。このダイアグラムに共感
を得るため、それぞれ簡単な説明を入れた方がいい。

周知用パンフレット（後述）において表現方法を見直しました。

２章
Well-Moving指標開発では、「30%の市民が年1回は移動中
に屋外で久しぶりに友人・知人と出会う（オヒサシビリティ）」と
いった3～5個程度の分かりやすい目標に集約するのがよい。

次年度に策定予定である「推進プログラム（後述）」において、適
切な指標設定の在り方について検討してまいります。

２章 都市空間における遮熱対策への意識をもう少し入れるべき。
本書(P19)夏パースにおいて、緑陰を意識した表現にするなど
工夫しました。今後の具体施策においても検討してまいります。

３章
住宅市街地リーディングプロジェクト「本郷商店街」において、こ
のような好事例を今後水平展開していくことを検討すべき。

次年度に取り組む実証実験や、ほこみち指定による効果を評価
し、市内各地への水平展開について検討してまいります。

３章
まち歩き研究家ブラサトルさんの例のように、歩くことで歴史
や文化に触れることを大切にするとよい。

本書(P37)に書き下ろしコラムを追加掲載し、次年度以降に  
歴史まち歩きツアーを企画するなど連携を深めてまいります。

ビジョン素案についてご意見いただいた第４回検討委員会のご意見及び
それに対する主な対応は以下のとおり。
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第４回検討委員会(7/29)の実施結果 概要②

章・
項目

ご意見の概要 　主な対応

３章
概要版の本郷商店街の暗い写真の例など、掲載する写真の選
定には気を配り、文章との相乗効果を図るべき。

ご指摘の箇所をはじめとして、全体的に採用する写真について
見直しを行いました。

３章
モデルケースの記載については、他地区において参考になるポ
イントを明確化することで水平展開しやすく工夫するべき。

北３条広場（本書P52)の後半部分をはじめとして、各関係者と
調整の上、記載内容を見直しました。

4章
エリアマネジメント団体の卵をどう資金的にも支援していくか
など、総合的な対策を構築する必要がある。

次年度に設立予定である「Well-Moving Network（プラット
フォーム）」において、市内のエリアマネジメント団体との連携を
深めるとともに、適切な支援体制について検討してまいります。

４章
「あるかさる」をキャラクター化するなどして、まちづくりの未来
を担う子どもたちへの訴求力を高めるべき。

周知用パンフレット（後述）において、オリジナルキャラクターを
制作しました。今後、多角的に活用してまいります。

４章
明確な指標の設定など、ビジョンの進捗管理が適切に行われる
ような仕組みを今後構築すべき。

次年度に策定予定である「推進プログラム（後述）」において、進
捗管理フローを明確化し、前述の指標検討と併せて進めます。

４章
パブリックスペース活用ガイドラインが形骸化しないように、管
理者研修などのマインドセットも併せて実施するべき。

ガイドライン完成後も、各管理者との対話や、活用する民間団体
等からの声をもとに適切な更新体制を整えてまいります。
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サッポロウォーカブルシンポジウム2025の実施結果

参加者の属性

産学官民の多様な人材が135名参加。ビジョン素案への意見をいただくほか、
市内各地のまちづくり団体によるトークセッションを実施。

ビジョンの推進に賛同した割合

シンポジウム後に実施した参加者アンケートでは、
回答者の９割がビジョンの推進に賛同。

普通 賛同 強く賛同否定強く否定
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道庁南エリア研究会

設　立：令和３年
エリア：北海道庁南側～大通公園までの地区
構成員：21団体
事　業：まちづくりビジョン、ガイドラインの策定
　　　　および実現に向けた検討、社会実験の実施

学生団体  マルシェ本舗

設　立：令和２年
エリア：平岸
構成員：学生55名
事　業：平岸マルシェの運営、商品開発・販売

マコエキ会

設　立：平成29年
エリア：真駒内
構成員：地域住民15名
事　業：真駒内らしい景観や暮しの賑わいに関する勉強会、
　　　　真駒内景観指針作成に向けた活動

宮の沢まちづくり協議会

設　立：平成29年
エリア：宮の沢
構成員：同エリア周辺企業/団体等7団体
事　業：宮の沢地域の活性化に資する事業及び協議、
　　　　まちづくり計画の策定、その他協議会の目的を達する
　　　　ために必要な活動

シンポジウムに参加した

まちづくり団体

一般社団法人  新さっぽろエリアマネジメント

設　立：令和４年
エリア：新さっぽろ駅周辺地区
構成員：11社(社員：７社、正会員：４社)
事　業：「食と健康」をテーマにしたイベントを年に２回実施して
         いるほか、今年度から広告看板事業や
　　　　アクティブガーデンのレンタル事業を実施

新幹線札幌駅東地区まちづくり勉強会

設　立：令和３年
エリア：新幹線札幌駅東改札口周辺
構成員：同エリア周辺企業/団体17社
事　業：地区のまちづくりビジョン・ガイドラインの策定・更新、
        地域の美化活動等のまちづくり事業

一般社団法人  まちづくり篠路

設　立：令和６年
エリア：旧篠路村エリア（現在の活動は篠路駅東側地区）
構成員：37名（個人会員：35名　法人会員：２法人）
事　業：駅前フェス、歴史的文化保存、道路美化、地域支援

創成イーストリンク

設　立：令和７年度に設立予定（令和５年度から活動）
エリア：創成東地区
構成員：調整中（地域の企業や団体、町内会等を想定）
事　業：創成東地区のビジョン策定・地域との共有、
　　　　地域内の多様な主体と子どもたちのまちづくり
　　　　活動を支援

時計台周辺地区まちづくり協議会

設　立：令和４年
エリア：時計台周辺
構成員：同エリア周辺企業/団体５社
事　業：地区のまちづくりガイドラインの更新・共有、
　　　　地区内における建築行為に対する事前協議

札幌駅前通まちづくり株式会社

設　立：平成22年
エリア：札幌駅～大通駅の札幌駅前通の十街区
構成員：札幌駅前通沿道企業などが株主、常勤職員13名
事　業：チ・カ・ホ、アカプラを中心とした各種まちづくり事業
　　　　（イベント、広告、防災など）、
　　　地域の各種協議会等の事務局、民間開発の支援・調整

（※参加団体を50音順で記載）
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シンポジウム参加者からの声 抜粋

地下鉄、JRが整備されていないエリアからで
も、中心部へ出かけたくなる仕掛け作りや移動
手段の整備を推進してほしいと感じる。

子どものころから自分の住む町で新しい人と出
会えたり新しい活動に参加することは町への愛
着や思い入れにもつながるとかんがえるため、
学校などとも連携しながら子供たちを積極的に
巻き込んでいってほしいなと思います。

車中心から人中心。駅から住宅まで、商店街で
あっても歩道が狭く、ベビーカーで通るのが大
変。道路の幅が狭く歩道が広いと、商店にも行
き来しやすい。もっと歩きたくなる。

車の音よりも、子どもたちや家族や友達などの
声の音が増えるような、音の風景が変わってい
けば良いなと思いました。

アンケート回答者の半数以上が、
共創ネットワークに関わり続けたい
と回答。 産

学

官

民
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パブリックコメントの実施結果 抜粋①

・1/9～2/9実施。市HP、本庁舎、10区役所、８６まちづくりセンターにて公開
・意見数32件（意見者数15名）。全意見の概要は３月公表予定
章・
項目 ご意見の概要 　主な対応

１章
「人中心のまちづくり」「歩かさるまち」という考え方に共感しており、
この取り組みが都心部だけでなく、郊外や生活圏にも広がることで、
札幌市全体の暮らしやすさが向上することを望む。

ご指摘のとおり、比較的投資の集まりやすい都心部だけでなく、地域
交流拠点や住宅市街地においてもそれぞれの特性に合った「歩かさる
まち」を目指す取り組みを推進してまいります。

２章
「Well-Moving」という独自の造語を、外国人の誤解を防ぐため、英
字ではなくカタカナ表記にしてはどうか。

国外におけるウォーカブル先進都市との連携も見据え英字表記として
います。誤解を招かないよう副題やイラストも併記するなど、表現方法
を工夫してまいります。

３章
大通公園について、駅前通と石山通を除き連結させ、外周にジョギン
グコースと自転車専用レーンを設置してほしい。

大通公園周辺の空間形成につきましては、大通公園だけではなく、周
辺道路や街区を含めた一体感のある空間を目指し、道路再編等の物理
的整備に限らず、持続的な利活用策など、様々な方向性で検討を進め
てまいります。

４章
取り組み自体は非常に良いと感じたが、地域側の実行ハードル（コス
トや地域住民の理解）が高いと感じている。より取り組みやすくなる
事例の共有や支援制度があるよい。

「（仮称）パブリックスペース活用ガイドライン」を作成し、公共的空間の
活用事例や活用方法、活用手順をわかりやすく周知してまいります。さ
らに次年度に組成を検討している「（仮称）Well-Moving Network」
などを通じて地域プレイヤーの皆様と対話を重ね、より効果的な支援
制度のあり方についても検討してまいります。
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パブリックコメントの実施結果 抜粋②

章・
項目 ご意見の概要 　主な対応

３章

民有地の公共的空間を活用したキッチンカーやオープンカフェ等の収
益事業は、収益の一部をエリアマネジメント（除雪等の維持管理費）に
還元する仕組みを構築する等、ウォーカブルな空間作りを「経済合理
性（稼ぐ力）」に基づいた官民連携の「投資」と位置づけるべき。

本市の一部エリアでは、オープンスペースの貸出収益を維持管理費や
地域まちづくりに充当する仕組みを構築しており、今後もこうした取組
みを活かしたウォーカブルな空間形成を推進してまいります。

３章
冬季において「外出したくてもできない人」が存在する現実を踏まえ、
例えば「健康拠点と連動した看護師同行デマンド交通」など、安心して
外出できる仕組みを同時に整えていくことが不可欠だと思う。

「外出したくてもできない」には様々な要因があると思われますが、特
に健康上・身体的理由により困難を抱えている方への支援策として、
いただいたご意見も踏まえて、今後も検討を進めてまいります。

３章
屋外において「歩く」ことに限定せず、地下歩行空間や公共施設・商業
施設等を目的としたウェルネスツアーを実施し、屋内で安全に歩く・動
くことを促す施策を官民協働で取り組むべき。

ご指摘のとおり、必ずしも「屋外で歩く」ことに限定せず、地下・屋内空
間を活用した施策も含めて推進を図ってまいります。

３章
自転車通行空間の確保について、現状の矢羽根型路面表示だけでな
く、山形市のようにゴム製のポールなどで車道と明確に区別すべき。

路上駐車の抑制や荷さばき駐車車両の対策、車道幅員構成や車線数
の見直しによる道路空間の再配分の可能性を検討することにより、自
転車が通行しやすい道路空間の確保に取り組んでまいります。

全体

都市空間コンセプトと重点方針がわかりやすく、札幌が
Well-Movingなまちになっていくことに期待している。今後は目指
すまちの姿や具体的な取組が市民１人ひとりに浸透するような効果
的な広報が必要だと思う。

現在作成中である「周知用パンフレット」や「ロゴマーク」、「ポスター」、
「（仮称）パブリックスペース活用ガイドライン」などを用いながら、今後
効果的な広報に取り組んでまいります。
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周知用パンフレット（現在制作中）

都市空間コンセプトWell-Moving City SAPPOROへの理解を深め、
５つの重点方針や目指すまちの姿を紹介。多様な主体の参画を促す内容に。

〇制作の背景：
　　理念的で網羅的であるビジョンについて、「直感的に何を目指し
　　ているかわかりづらい」、「つい参加したくなるような仕掛けが
　　必要ではないか」との声を受けて作成

〇想定使用シーン：
　　シンポジウムや市内各地のまちづくりイベント等で直接手渡し、

　　参画の呼びかけをする際に使用（×パンフレットラックに配架のみ）

〇参画者を増やす工夫：
　　親しみやすいキャラクターと、最後に各主体毎の参画方法を　　
　　チェックできる仕様。さらにPS活用ガイドラインへの導線も用意

13

Well-Movingロゴについて複数検討中



裏表紙 表紙
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※作成中イメージ

裏表紙 表紙

正方形（210×２１０ｍｍ）の全12P構成を予定

パブリックスペース
活用ガイドライン（案）
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※作成中イメージ
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※作成中イメージ
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※作成中イメージ
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※作成中イメージ
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※作成中イメージ

Well-Moving
Network



３ 質疑

１）「Well-Moving City SAPPORO 2045 ビジョン」最終案



２ 事務局説明

２）ビジョン実現に向けた今後の取組案



想定スケジュール （ビジョン策定以降）

令和8年度 4月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

令和9年度 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 令和10年度以降

【凡例】
〇：庁内体制
●：産学官連携
■：広報PR

〇推進本部会議　 
（第３回）

■札幌国際芸術祭
　SIAF2027連携?

■都市型複合フェス
　 NoMaｐs202６連携?

■ビジョン本格リリース　
パンフ＆PS活用ガイドラインPR

■広報TV番組

Well-Moving推進プログラム（推進計画）の作成

■市広報誌　
　 ポスター掲出、ラジオ番組

札幌市次期中期実施計画（アクションプラン）の検討・改定

次年度予算要求

Well-Moving推進プログラム（推進計画）の更新・改定　～

Network：シンポジウム、社会実験など　～

〇推進本部会議（第６回～）〇推進本部会議（第５回）

・ビジョン実現のための具体事業等を掲載した推進プログラムを作成
・産学官民が「つながる、ためす、育てる場」として庁外Networkを組成

〇推進本部会議　 
（第４回）

※本案をベースに、今後庁内外の
　 関係者の皆様と調整を進めます

22

Network：シンポジウム、社会実験など

関連施策の整理



推進プログラム(推進計画） イメージ

・R8年度中に策定予定。迅速性と実行性を重視し、策定前に関連施策を整理
・R9札幌市次期中期実施計画（アクションプラン）策定後に更新・改定を予定

■第１章：はじめに
　１－１：位置づけ…ビジョンの推進計画。期間は５か年程度
　１－２：推進方針…各事業構築に向けた指針（観点整理）
　　　　　　１）Well-Moving City、そして５つの重点方針への適合
　　　　　　２）既存のパブリックスペースの価値を最大限に引き出す視点
　　　　　　３）多様な主体との協働による利用者目線に立った空間形成　など

■第２章：推進戦略
　２－１：ビジョン指標
　　１）歩いて楽しいと感じる人の割合

　　 ２）１日あたりの歩行時間
　　 3)主要地点のPS活用率　など

　２－２：５つの重点方針毎の
　　　　　推進戦略（主要事業含む）とWell-Moving指標
    ※主観指標と客観指標を組み合わせたエリア評価指標の開発を検討

　

■第３章：横断戦略
　３－１：エリアマネジメントの推進　３－２：Networkの深化
　３－３：庁内外の人材育成　　　　　 ３－４：データ利活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　

■第４章：事業集（毎年更新）
　・５つの重点方針毎に具体事業を紐づけ
　※市予算による事業以外も掲載を検討
　　 例）官民連携事業、大学連携事業等

■第５章：評価・改善システム、ロードマップ
　５－１：庁内外の推進フロー明確化…推進本部とNetwork
　５－２：短期ロードマップの明確化…リーディングプロジェクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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※本案をベースに、今後庁内外の
　 関係者の皆様と調整を進めます



↓③庁外の声を取り入れる対話の場を確保

サッポロウォーカブルシンポジウム2025

白い恋人パーク前の社会実験（宮の沢）

今後の推進体制 イメージ

推進本部体制を再構築し、進捗管理を徹底。３つのエリアPTは解消し、
新たに２つのテーマPTを新設。さらに庁外との対話の場（Network）と接続

Well-Moving推進本部会議

Well-Moving推進幹事会

↓①毎年の推進本部会議で進捗管理を徹底

（部課長級）
※事務局：政策推進担当部

「（仮称）Well-Moving Network」

　

エリアマネジメント推進PT

パブリックスペース活用PT
（道路・公園等管理者含む）

②各管理者を含めた推進体制を構築↑

実践を活かした施策の反映

■参画イメージ（無料登録制）

　・正会員：エリマネ、まちづくり協議会、商店街等の団体
　・パートナー：民間企業等（実証フィールドの提供）
　　　　　　　　　 大学等（研究フィールドの提供）

  ・事務局　　：札幌市まちづくり政策局 政策推進担当部
　・関係課　  ：都心まちづくり推進室、都市計画部、
　　　　　　　    事業推進担当部、など

産学官民が
つながる、ためす、育てる場

↑パブリックスペース活用ガイドラインのフィードバックを受ける

＜関係各課＞
　・交通部局
　・環境部局
　・経済部局
　・福祉部局　など

（局長級）※本部長：天野副市長
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※本案をベースに、今後庁内外の
　 関係者の皆様と調整を進めます

※３つのエリアPT(都心、地域交流拠点、住宅市街地）は発展的解消

状況に応じてPTの追加も柔軟に検討



パブリックスペース活用ガイドライン(案）イメージ

パブリックスペース活用ガイドライン（現在作成中）

市内の公共的空間（道路、公園、広場等）の活用事例や手続き、支援制度等
をまとめたガイドラインを作成し、令和８年春に初稿公表予定。

〇作成の背景：
　　令和６年度の公募型実証実験実施団体より、「そもそも活用できることが
     知られていない」、「手続きがまとまった冊子がほしい」との声

〇更新体制：
　　まず現時点の制度等を取りまとめたガイドラインを作成し、今後Network

　　などの場で現場の声を拾い、より活用しやすい内容に更新を予定

〇形骸化を防ぐ仕組み：
　　庁内に「パブリックスペース活用PT」を組織し、各管理者（道路、公園等）も

　　参加することで、活用側と管理側が相互に対話できる仕組みを検討
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パブリックスペース
活用ガイドライン（案）



パブリックスペース活用ガイドラインの構成①

・パブリックスペースの位置付けや
　活用することの目的などを記載

２, ガイドラインの使い方 

・個人や団体、地域の方々が主体と
  なり、パブリックスペースを活用
　することを想定し、検討段階
　（STEPごと）に、該当ページを
　参照できるような使い方を掲載

・活用している写真も掲載予定

STEP1

考える
P.■■

確認する

P.■■

準備する

P.■■

STEP2

STEP3

STEP4

活用する

P.■■

ふりかえる

P.■■

つづける

P.■■

STEP5

STEP6

やってみた
いことを
考えよう！

活用ルール
を確認
しよう！

必要な
手続きを
しよう！

実際に活用
して
みよう！

良かった点
改善点など
をまとめ
よう！

２, 検討STEPごとの使い方

一緒に取組
む仲間と、
次の企画を
考えて
みよう！

３, 活用に必要な手続き 

１, はじめに 

・「場所」と「活動」の観点から
　全般的なルールを整理

３, 全般的なルール

 　公共的空間には、ルールが定められており、これに
基づいて “できること ”と“できないこと ”が存在します。

道路

建築基準法・
都市計画法

場  所 どこでやる？  ～公共的空間ごとのルールを知ろう～

公園公開空地等

国の
きまり

市の
きまり

独自
ルール

都市公園法
道路法・

道路交通法

札幌市が定める条例や規則

規模や立地等に応じた、場所ごとのルール

なにをする？  ～用途ごとに手続きを押さえよう～活  動
　公共的空間を利活用する際は、活動の内容によって
は別途許可や届出が求められる場合があります。

「営業許可申請」が必要。予めどのような物
を調理し、提供するのかを整理しておこう！

火気を使用して
催し物をする

「開設届け出書」や消火器の準備が必要。
また、場所によっては火気使用自体が厳禁な
場合があることにも注意しよう！

例えば…
「占用許可申請」が必要。予めどのような物
を設置するのかを整理しておこう！

空間の一部に
工作物を設置する

飲食を調理して
提供する
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パブリックスペース活用ガイドラインの構成②

３, 活用に必要な手続き 

■ オープンスペース（公開空地等）

■ 道路（自由通路含む）

■ 公園

■ 広場

４, 活用内容により必要な手続き 

・飲食：営業許可

・防火：開設届出書

・保険：地域活動保険　等

５, 支援する取組・制度・事例
　　（活用実践者の声を含む） 

４, 活動内容によって必要な手続き３, ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ活用手続き

■オープンスペースの 定義

■オープンスペースの 活用事例

フリーマーケット
（新さっぽろアクティブガーデン）

お祭り会場
（狸小路  moyuk SAPPORO）

■手続きの流れについて

■活用基準

■禁止事項

■心がけていただきたいこと

■代表的な使い方の一覧表

道路、公園、広場に
ついても、ほぼ同様の
構成の予定

　 オープンスペースとは、建築物の敷地内に整備された空間のう
ち、公開空地など、一般に開放された空間のことをいう

2７



３ 質疑

２）ビジョン実現に向けた今後の取組案



４ 閉会挨拶

札幌市まちづくり政策局政策企画部
須志田　健　政策推進担当部長



ご視聴ありがとうございました！


